
入 札 公 告 
 

 条件付一般競争入札を次のとおり実施する。 

 

令和７年 12 月 23 日 

 

宮崎県知事 河野 俊嗣    

 

１ 競争入札に付する事項 

(1) 業務件名    「みやざき文化振興計画」改定に係る県民意識調査業務委託 

(2) 業務の特質   入札説明書及び仕様書による 

(3) 契約期間    契約締結の日から令和８年３月 31 日まで 

(4) 入札方法 

  (1)の件名について入札を実施する。落札決定に当たっては、入札書に記載した金額   

に当該金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額（1 円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希

望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1) 条件付一般競争入札に参加できる者の要件 

本委託業務に係る入札に参加する者に必要な資格は、物品の買入等の契約に係る競

争入札の参加資格、指名基準等に関する要綱（昭和 46 年告示第 93 号）第 2 条に規定

する資格を有し、営業種目がその他（調査・研究・検査）に登録されており、かつ、

入札公告日において次のいずれの要件も満たしている者であること。 

 

①事業所の所在地に

関する事項 

県内に主たる営業所（本店）を有するもの 

②受託実績に関する

事項 

令和 5 年度以降に国又は地方公共団体と、本委託業務と種類及

び規模を同じくする調査研究等に係る契約を締結し、これらをす

べて誠実に履行した実績があること。 

 なお、同じ種類とは、無作為に抽出した対象者にアンケートを

実施し、得られた結果を入力・集計・分析し、報告する形態のも

のをいい、同じ規模とは、調査のサンプル数が概ね 3,000 サンプ

ル以上のものをいう。 

 

③欠格該当者でない

こと 

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 に

該当しない者 

 

④その他の事項 ア 県税（地方消費税を除く。）に係る徴収金に未納がないこと

を確認できる者であること。 

イ 宮崎県暴力団排除条例（平成 23 年条例第 18 号）第 2 条第 1

号に規定する暴力団、又は代表者及び役員が同条第 4 号に規定

する暴力団関係者でない者 

 

 



(2) 条件付一般入札参加資格の確認 

本委託業務に係る入札に参加しようとする者は、令和８年１月 15 日午後 5 時 15 分

までに、入札説明書に定める入札参加資格確認申請書に必要書類を添付した上で、

3(1)宮崎県総合政策部みやざき文化振興課に提出し、入札参加資格の確認を受けなけ

ればならない。 

提出期限までに入札参加資格確認申請書を提出しない者又は入札資格がないと認め

られた者は、入札に参加することができない。 

 

３ 契約条項を示す場所及び期間 

(1) 場所 宮崎県総合政策部みやざき文化振興課 

宮崎市橘通東 2 丁目 10 番 1 号 

(2) 期間 公告日から令和８年１月 15 日(木曜)まで 

（土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日を除く、午前 8 時 30 分から午後 5 時

15 分まで） 

 

４ 入札に関する質問及び回答 

入札説明書及び仕様書について、入札説明書に定める日までに「入札質問書」の提出が

あった場合においては、質問者に対し回答する。ただし、入札参加者全員に影響する回答

の場合は、県庁ホームページに回答の掲載を行う。 

 

５ 入札執行の場所及び日時 

(1) 場所 宮崎県庁１号館 4 階 みやざき文化振興課分室 

宮崎市橘通東 2 丁目 10 番 1 号 

(2) 日時 令和 8 年１月 21 日（水曜）午後 2 時から 

 

６ 入札保証金に関する事項 

入札保証金については、宮崎県財務規則（昭和 39 年宮崎県規則第 2 号）第 100 条の規

定による。 

 

７ 入札の無効に関する事項 

宮崎県財務規則第 125 条に規定する入札は、無効とする。 

 

８ 落札者の決定方法 

(1) 予定価格の範囲内で最低価格の入札を行なった者を落札者とする。 

(2) 落札となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは、直ちに当該入札者にく

じを引かせ、落札者を決定する。 

 

９ その他 

(1) この入札は、事前審査型の条件付き一般競争入札である。 

(2) その他、この入札に関する詳細は、入札説明書による。 

（3）契約に関する事務を担当する部局等 

   宮崎県総合政策部みやざき文化振興課 

   〒880-8501 宮崎市橘通東２丁目 10 番１号 

  （電 話）0985-26-7117 

  （ﾌｧｸｼﾐﾘ）0985-32-0111 

  （E-mail）miyazaki-bunkashinko@pref.miyazaki.lg.jp 


